
H30.10.01施行 

 

一般財団法人神奈川県教育福祉振興会医療互助規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人神奈川県教育福祉振興会会員規則（以下「規 

則」という。）第 38 条の規定に基づき、同第２条第４号に規定する医療互助

事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（加入申込み） 

第２条 規則第 12条に規定する加入申込みをする者は、医療互助会員加入申込

書（第１号様式）を理事長に提出しなければならない。  

（基準掛金額等の納入） 

第３条 前条の規定により、加入申込みをした者は、理事長が指定する期日ま

でに規則第 13条に規定する基準掛金額又は基準掛金額と加算額又はこれらに

加えて第６条第２項に定める追加金（以下「基準掛金額等」という。）を理

事長の指定する金融機関口座に納入するものとする。ただし、基準掛金額等

から第８条に規定する退会返還金を相殺した額とすることができるものとす

る。 

（会員証） 

第４条 理事長は、前条により基準掛金額等が納入されたときは速やかに医療

互助会員証（第２号様式）を作成し、当該加入申込者に交付しなければなら

ない。 

２  医療互助会員（以下「会員」という。）が会員資格を喪失したときは、医

療互助会員証を返還するものとする。 

（給付の種類） 

第５条 医療互助事業の給付の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 療養補助金 

 (2) 退会一時金 

 (3) 退会返還金 

 (4) 長寿祝金 

 (5) 入院見舞金 

 (6) 健康祝金  

 (7) 人間ドック補助金   

（療養補助金） 

第６条 会員が疾病又は負傷によって健康保険法（大正１１年法律第７０号）

に規定する保険医療機関、保険薬局または他の健康保険各法に規定する療養

取扱機関（以下「保険医療機関等」という。）で、健康保険法第６３条第１

項に規定する療養の給付を受けたときは、加入日の２年後（加算額を納入し

た者は加入日）から 70歳の誕生日の属する年度の末日（誕生日が４月１日の
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場合は、前年度の末日）までの間、会員に療養補助金を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず加入時に追加金として 150,000 円を納入した場合

は、７５歳の誕生日の属する年度の末日（誕生日が４月１日の場合は、前年

度の末日）までの間、療養補助金を支給する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第１項に規定する会員が７０歳以降も療養補

助金の延長を希望し、別に定める特別追加金を納入した場合には、７５歳の

誕生日の属する年度の末日（誕生日が４月１日の場合は、前年度の末日）ま

での間、療養補助金を支給することができるものとする。 

４ 前３項に規定する療養補助金の額は、会員が加入する国民健康保険法（昭

和 33年法律第 192号）又はその他の医療保険各法に規定する一部負担金の額

（以下「一部負担金」という。）の、第１項に規定する保険医療機関等（同一

医療機関でも医科と歯科、入院と外来は区分する。）毎に１箇月分を合計した

額から 2,000円を控除した額とし、その額に 100円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額とする。 

ただし、一医療機関の一部負担金及びそれに対応する薬局の一部負担金にか

かる療養補助金の額については、それらの１箇月分を合算した額から 2,000

円を控除した額とし、その額に 100円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額とする。 

５ 前項の規定にかかわらず、他の法令の規定により国又は地方公共団体及び

これに類する団体の負担において療養の給付又は療養費の支給を受けたとき

は、その受けた限度において、療養補助金の支給は行わない。 

６ 第４項に規定する一部負担金の１箇月の合計額は、一部負担金の割合が 10

分の 3である場合は、80,100円の範囲内とし、それ以外の場合は、44,400円

の範囲内とする。 

７ 療養補助金の支給を受ける権利を有する会員が、第三者から当該支給と同

一の理由による療養の給付又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限

度において、療養補助金の支給は行わない。 

８ 療養補助金の支給を受けようとする者は、医療互助療養補助金請求書（第

３号様式）を理事長に提出しなければならない。 

（退会一時金） 

第７条 医療互助会員が退会したとき又は死亡したときは、その者又はその遺

族に退会一時金を支給する。 

２ 前項の退会一時金の額は、別表に掲げる退会又は死亡した日の年齢に応じ、

同表に掲げる額とする。ただし、加入日から２年以内に退会又は死亡したと

きは、その者が納入した基準掛金額相当額（加算額を納入した者は、加算額

を除いた額）とする。 

  また、第６条第２項に規定する追加金を納入した者が、加入日から２年を
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超えてから７０歳の誕生日の属する年度の末日(誕生日が４月１日の場合は、

前年度の末日)までに退会又は死亡した場合は、別表に掲げる額にその者の納

入した追加金相当額を加算した額とする。 

３ 前項に規定する別表に掲げる年齢は、各該当年齢の誕生日以降のものとす

る。 

４ 退会一時金の給付を受けようとする者は、医療互助退会一時金請求書（第

４号様式）を理事長に提出しなければならならない。 

（退会返還金） 

第８条 現職会員が、規則第 10条の規定（退会届を省略する場合を含む。）に

より現職会員の資格を喪失したときは、その者（死亡したときは、その遺族）

に退会返還金を支給する。 

２ 前項の退会返還金の額は、現職会員として引き続いた期間において、振興

会に納入した規則第 33条第１項第２号に規定する継続会費のうち７分の２に

相当する額の総額に相当する額とする。ただし、現職会員に住宅建設資金貸

付事業の未償還元利金がある場合は、これに充当した後の額とすることがで

きる。 

３ 退会返還金の給付を受けようとする者は、医療互助退会返還金請求書（第

５号様式）を理事長に提出しなければならない。 

（長寿祝金） 

第９条 会員が、７７歳、８８歳及び９９歳の誕生日を迎えたときは、会員に

それぞれ長寿祝金を支給する。 

２ 前項の長寿祝金の額は、次表上段の年齢に応じ、下段に掲げる額とする。 

年齢 ７７歳（喜寿） ８８歳（米寿） ９９歳（白寿） 

金額    50,000 円     70,000 円   100,000 円 

３ 長寿祝金の給付を受けようとする者は、医療互助長寿祝金請求書（第４号

様式）を理事長に提出しなければならない。 

（入院見舞金） 

第 10条 第６条の規定による療養補助金の給付対象期間が終了した医療互助会

員が、疾病又は負傷のため継続して 31日以上入院したときは、入院見舞金を

支給する。 

２ 前項の入院見舞金の額は、10,000円とし、その支給は１年度１回とする。 

  ただし、年度を跨ぐことにより前項の要件を満たす入院の場合には、入院

期間の終了する日の属する年度に限り支給するものとする。 

３ 入院見舞金の給付を受けようとする者は、医療互助入院見舞金請求書（第

４号様式）を理事長に提出しなければならない。 

（健康祝金） 
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第 11条 療養補助金を請求できる期間内に全く請求がなかったときは、医療互

助会員に健康祝金を支給する。 

２ 前項の健康祝金の額は、前項の請求できる期間が、第６条第１項に規定す

る場合は 70,000 円とし、同条第２項及び第３項に規定する場合は、100,000

円とする。 

３ 健康祝金の給付を受けようとする者は、医療互助健康祝金請求書（第４号

様式）を理事長に提出しなければならない。 

（人間ドック補助金） 

第 12条 次のいずれかに該当する者で第４項に規定する人間ドック補助予定者

（以下「補助予定者」という。）となった者が人間ドックを受診したときは、

10,000円を限度にその実費相当額を支給する。 

 (1) 当該年度内に会員期間が２年を超える医療互助会員 

 (2) 規則第 13条に規定する加算額を納入した医療互助会員 

２ 人間ドックの補助を受けようとする者（以下「申込者」という。）は、人

間ドック補助申込書（第６号様式）に所定の事項を記入の上、理事長に提出

するものとする。 

３ 理事長は、原則として毎年度期限を区切って申込者を募集するものとする。

ただし、申込者が予定人数に満たなかった場合は、随時募集ができるもの 

とする。 

４ 理事長は、人間ドック補助申込書を審査のうえ補助予定者を決定し、補助

予定者に人間ドック補助対象結果通知書（第７号様式）を送付するものとす

る。  

  ただし、申込者が多数のときは、抽選により決定する。 

５ 補助予定者は、当該年度内に人間ドックを受診し、当該年度末までに人間

ドック補助請求書（第８号様式）に領収書を添付して理事長に提出するもの

とする。 

（給付の時期及び方法） 

第 13条 第５条第１号に規定する給付金の給付は理事長が奇数月月末に取りま

とめのうえ、翌奇数月末までに請求者が指定した金融機関の預金口座への振

込みにより行うものとし、併せて給付金振込通知書（第９号様式）を発行す

るものとする。 

２ 第５条第２号から第７号に規定する給付は理事長が毎月月末に取りまとめ

のうえ、その翌月末までに請求者が指定した金融機関の預金口座への振込み

により行うものとし、併せて給付金振込通知書（第９号様式）を発行するも

のとする。ただし、第３号規定する給付金については、給付金振込通知書（第

９号様式）を発行しないものとする。 
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（諸変更の届出） 

第 14条 医療互助会員が住所、氏名、加入している健康保険又は金融機関の変 

更をしたときは、医療互助変更届（第 10号様式）を理事長に提出しなければ

ならない。   

（医療互助事業財政の再計算） 

第 15条 医療互助事業の健全性を維持するため、３年ごとに又は理事会、評議 

員会の要請により医療互助事業財政計画を再検討し、必要に応じて基準掛金

の額、療養補助金の額等の修正を行うものとする。 

（責任準備金） 

第 16条 理事長は、毎事業年度の末日現在で、第５条に規定する給付金の給付

に要する要支給額を責任準備金として計上し留保する。 

（制度廃止に伴う残余資産の処理） 

第 17条 医療互助事業を廃止するときは、残余資産の処理について理事会の決 

議を経て、評議員会の承認を得なければならない。   

（委任） 

第 18 条 第１号から第 10 号までの各様式及びその他この規程の施行に関し必

要な事項は、理事長が別に定める。   

 

附 則 

１ この規程は、一般財団法人神奈川県教育福祉振興会の設立の登記の日から

施行する。 

２ 財団法人神奈川県教育福祉振興会医療互助規程は廃止する。 

３ この規程の施行の際、現に旧規程の規定により行っている手続き等は、こ

の規程による手続き等とみなす。 

附 則 

この規程は、平成 27 年４月１日から施行し、改正後の第３条、第６条、第９

条、第 11 条の規定は、平成 27 年４月１日以降の医療互助会員加入者から適用

する。 

附 則 

 この規程は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 30 年 10 月１日から施行する。 
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別表（第７条関係） 

退会一時金の額 

年齢  金 額 （円） 年齢  金 額（円） 年齢 金 額 （円） 

45 歳    500,000  54 歳    320,000 63 歳   140,000  

46    480,000 55    300,000 64   120,000 

47    460,000 56    280,000 65   100.000 

48    440,000 57    260,000 66    80,000 

49    420,000 58   240,000 67    60,000 

50    400,000 59    220,000 68    40,000 

51    380,000 60    200,000 69    20,000 

52    360,000 61    180,000 70 以上    10,000 

53    340,000 62    160,000   

 


